
要介護の自己作成の流れ 

 

①自己作成の届出 

 

②居宅サービス計画書の作成 

  

③サービス担当者会議の実施 

 

④計画書の合意と配布 

 

⑤サービス利用票・提供票の作成（利用前月） 

  

⑥市役所による利用票の確認（利用前月） 

 

⑦提供票を事業所へ送付（利用前月） 

 

 

⑧事業所より実績の報告（利用月末から利用翌月初め） 

 

⑨市役所へ利用実績の報告（利用翌月の５日までに） 

 

⑩市役所で給付管理 

 

＊利用するサービスに変更がある場合、更新申請で再度介護認定を受けた場合 

＊更新申請で要支援認定を受けた場合は、手続きの変更があります。 

毎
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サービスの利用 


